
山口南警察暑阿知須交番広報紙

交番

だより

東

令和8年6月号

‘6月1日発行

山口南費寮暑

作成者

桑原

山口県内では、昨年8月、前線の停滞による大雨の影響で、軽傷者1名、住家浸
水等の被害が発生しました。梅雨期に備え、次のことに注意して災害から身を守り
れわ�
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〇自治体が作成しているハザードマッ
プを活用して、家庭で災害発生時の役害【j
分担や集合場所、避難場所、避難ルート
を確認しましよう。

〇両手が使えるように、避難時は避難グ
ヅズを入れたリュッグサック等を準備
しておきましよう。

〇スマートフオン等から、最新の気象情
報を確認するようにしましよう。
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3危険を感じた場合は、避難指示を待たず
にき主的に避難しましよう。
3氾濫した水は勢いが強く、一気に浸水し
水深が膝程度でも歩くことが困難になるの
で、早めに避難しましよう。
3避難所までの避難が困難な場合は、自宅
の上階や高くて堅牢な建物に避難すること
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小型船舶等の安全航行にっいて
〇てJ,、ジ�…ンづ�
になると、水上オートパイ
や、モーターボートなどの
小型船舶、これらにけん引
される水上ズキーなど、ウ
オーターアクテイビテを
楽しむ方が増えてきます。
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〇山口県では、「小型船舶等による危険
な行為の規制に関ずる条例jにより、小
型船舶等が遊泳者等の付近で、急転回、
*急停止、蛇行、異常なスピ’ドで航行す
るなど、遊泳者等に危険を覚えさせるよ
うな方法で操縦することを禁止してい
ます。

〇条例に違反した場合は、5 0万円以下
tの罰金又は科料となります。

poしにE

・
�

>
ま
(
t
�
-

夕
/
,
,

(
:
-
?
(

K
«

ヴ
・
レ

t
:
-
<
1


